
第 3 部 環 境 の 現 状 と 対 策

第 1 章 大 気 汚 染

第 亀 節 大気汚染の現況

概 要

本県では大気汚染に係る 環境基準物質の測定を表 24 の と お り 実施 して い る か 、 大規模な 発生源が

少ないため 、 二酸化いお う は じめ各汚染物質 と も 環境基準に はば適合 し てお り 、 経年的に も 横ばい傾向

が続 い て い る 。 平成元年度の測定結果 に よ る と 、 光化学オ キ シ ダ ン ト に つ い て短期 的 に若干環境基隼

を超 え る 時間か あ る が、 長期 的評価 に よ る と 鳥取市松並町 ( 固定局衛生研究所) 及 び米子市西福原

( 固定局米子保健所 ) と も 全物質が環境基隼に適合 し て い る と 考 え ら れ る 。 ( 表 2 5 )

ま た 、 自 動車排出 カ ス に よ る 大気汚染は 、 一酸化炭素について横はい の傾向にあ る 。

表 24 一般環境大気及び 自 動車排出 カ ス側定局一覧表

実

測 定 局 所 在 地

側 定 項 目

二酸化

い お う

一酸化

炭 素
浮遊粒子
状 物 質

窒 素

酸 化 物

光 化 学
オキシタ ン ト

大気測定局一般環境
衛 生 研 究 所 鳥取市松並町二丁 目 ○ ○ ○ ○ ○

米 子 保 健 所 米子市西福原 ○ ○ ○ ○ ○

日 吉 津 日 吉津村 日 吉津 ○

ガス測定局自動車排出
鳥取県物産観光セ ン タ ー 鳥取市末広温泉町 ○

丸 山 交 差 点 鳥取市青葉町三丁 目 ○

中 国 電 力 前 米子市加茂町 ○

(注) ○ 印は側定実施

回
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表 25 大気汚染の現況

-ー
-
④
●

-ー
-

測 定 物 質 環 境 基 準

測 定 結 果 ( 単位 : 浮遊粒子状物質唯/m3 、 そ の他凹め

。平 価

衛 生 研 究 所 米 子 保 健 所 日 吉 津

二 酸 化 い お う

1 時間値の 1 日 平均値
0. 04 ppm以下

0. o o l () 0 . 0 1 5 0 0 0 2 () 0 0 1 4 o o o l () 0 . 0 2 3

全測定局か環境基準に適合 して い る。

1 時間値 0 l ppm以下 0. 0 0 0 (〉 0 0 3 5 0 . 0 0 0 () 0 0 3 4 o o o l () 0 . 0 46

一 酸 化 炭 素

1 時間値の 1 日 平均値
1 O PPm以下

0 , 1 ~ 1 . 5 0 . 1 ~ 1 . O

全測定局か環境基準に適合 して い る。
1 時間値の 8 時間平均値

20 Ppm以下
0 . 1 ~ 1 . O 0 0 ~ 1 . 3

浮 遊 粒 子 状 物 質

1 時間値の 1 日 平均値
0 1 0 咀/齋以下

0. 0 0 9 () 0 0 6 7 0 . 0 0 8 () 0 . 0 6 0

全測定局が環境基隼に適合 し て い る 。

1 時間値 0. 2 0 喝/鯖以下 0. 0 0 6 () 0 . 1 95 0 . 0 0 0 () 0 . 1 7 3

二 酸 化 窒 素

1 時間値の 1 日 平均値が 0. 04

~ 0 06 PPm ま での ゾ ー ン 内又は

それ以下

0. 0 0 1 () 0 . 0 2 3 0 . 0 02 () 0 0 2 7 全測定局が環境基準に適合 して い るo

光化学オ キ シ ダ ン ト 1 時間値 0. 06 ppm以下 0 0 0 0 () 0 . 0 8 2 0 0 0 0 () 0 . 0 7 2

衛生研究所及び米子保健所で環境基

準を若干超えたか 緊急時の措置基

準 0 1 2 ppm を超え る こ と は なか っ た 。



昭和 48年 5 月 8 日 環境庁告示第 25 号制定

昭和 48年 5 月 1 6 日 環境庁告示第 35 号 一部改正

昭和 5 3年 7 月 1 1 日 環境庁告示第 38 号一部改正

昭和 56年 6 月 1 7 日 環境庁告示第 47 号一部改正

物質 二酸化いお う 一 酸 化 炭 素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダン ト

環境上の条件
1 時間値の 1 日

平均値が 0. 04PPm

以下であ り 、 か

つ、 1 時間値が

0. 1 PPm 以下であ

る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値が 1 o ppm 以 下

で あ り 、 かつ、 1

時間値の 8 時間平

均値が 20 ppm 以 下

であ る こ と 。

1 時間値の 1 日 平

均値か 0. 1 o mg / 姪

以下であ り 、 かつ

1 時間値か 0 20 mg

/ 旙以 下であ る こ

と 。

1 時間値の 1 日

平均値か 0 04 PPm

か ら 0 06 PPm ま で

の ゾ ー ン 内又は

それ以下で あ る

こ と 。

1 時間値か 0 06 PPm

以下であ る こ と 。

測定方法
溶液導電率法 非分散型赤外分析

。十を用い る方法

濾過捕集に よ る 重

量濃度測定方法又

は こ の方法に よ っ

て測定された重量

濃度 と 直線的な関

係を有す る量か得

られ る 光散乱法、

圧電天びん法若 し

く はヘ ー タ 線吸収

法

サル ツ マ ン試薬

を 用い る 吸光光

度法

中性 ヨ ウ 化 カ リ ウ

ム 溶液を用い る 吸

光光度法又は 、 電

暈法

備考 1 . 浮遊粒子状物質と は 、 大気中に浮遊す る 粒子状物質であ っ て 、 その粒径か 1 0 ク ロ ソ以下
の も のをい う 。

2 . 光化学オキ シ ダ ン ト と は 、 オ ゾ ン 、 バ ー オ キ シ ア セ チ ルナ イ ト レ ー ト 、 そ の他の光化学反
応に よ り 生成 される 酸化性物質 ( 中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ ム 溶液か ら ヨ ウ 素を遊離す る も のに限 り 、
二酸化窒素を除 く 。 ) を い う

表 26 大気汚染に係 る 環境基準

2 汚染物質別測定結果

( 1 ) 二酸化いお う

二酸化いお う濃度の測定 は、 自 動測定機 ( 溶液導電率法 湖こ よ り 鳥取市松並町鳥取県衛生研究所

( 以下 ｢衛生研究所｣ と い う 。 ) 、 日 吉津村 日 吉津藤山宅 ( 毎月 1 回 、 約 2 週間連続 〕 並びに米子

市西福原米子保健所 ( 以下 ｢米子保健所｣ と い う 。 ) で 実施 して い る 。

平成元年度の測定結果 ( 表 27 ) に よれは、 衛生研究所では 1 時間値の 1 日 平均値の最高値 0 0 1 5

ppm 、 米子保健所では 0. 0 1 4 ppm 、 日 吉津村 日 吉津では 0 023 ppm であ り 、 いずれ も 環境基準に適合 して

い る 。

経年変化は表 28 の と お り であ る 。

二酸化鉛法に よ る硫黄酸化物測定を鳥取市 5 地点、 倉吉市 4 地点、 米子市 6 地点 、 境港市 3 地点、

日 吉津村 1 地点で実施 してお り 、 平成元年度側定結果は最高 0 27 7 噂 S 0 3/ 日 / l o o c叶 P b 0 2 ( 西部

総合事務所) で、 汚染の 目 安 と さ れ る 0 5 叱 S 0 3 / 日 / 1 oo cぼ P b 0 2 を 下回 っ て い る 。 経年変化は表 29

の と お り であ る 。
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表 27 二酸化 い お う 濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値

カ ミ 0 1 ppm

を超えた

時間数 と

そ の割合

日 平均値

カミ 。 ･ 04 ppm

を超えた

日 数 と そ

の 割 合 時間値の最高値 日平均値の最高値 外値日平均値の二%除
日 平均値

0. 0 4 PPm

を超えた

日 か 2 日

以上連続

した こ と

の 有 無

環境基準の

長期的評価

に よ る 日 平

均値 0. 04PPm

を 超 え た

日 数

( 日 ) (時間) (ppの (時間) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 355 8 , 6 38 0 0 04 O O O O 0 0 35 0 . 0 1 5 0 . 0 1 0 ○ O

米子保健所 349 8 , 5 1 7 0 . 004 O O O O 0 0 34 0 . 0 1 4 0 . 0 09 ○ O

日 吉 津 24 1 6 , 0 6 0 0 . 004 O O O O 0 0 46 0 0 2 3 0 0 1 6 ○ O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間か 20 時間以上であ る 日 数

表 28 二酸化い お う 濃度経年変化

側定局 項 目
昭 和
59 年度

昭 和

60 年度
昭 和

6 1 年度

昭 和

62 年度

昭 和
63 年度

平 成
元年度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間) 8 7 2 2 8 , 5 2 6 8 , 6 1 2 8 , 6 2 3 8 , 7 2 4 8 , 6 3 8

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 0 5 0 0 0 5 0 . 0 0 5 0 0 0 5 0 . 0 04 0 . 0 0 4

1 時 間 値が 0 1 PPm を
超 え た 時 間 数

(時間) O O O 0 O O

日 平均値か 0 04 PPmを
超 え た 日 数

( 日 ) O O O O O 0

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 04 0 0 . 0 5 1 0 . 0 45 0 0 4 9 0 0 34 0 0 3 5

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 1 5 0 0 1 7 0 . 0 2 3 0 . 0 1 4 0 . 0 1 2 0 0 1 5

米子保健所
測 定 時 間 (時間) 4, 24 6 4 , 1 2 3 7 , 7 5 1 8 , 59 3 8 , 4 1 8 8 , 5 1 7

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 0 7 0 . 0 0 6 0 0 0 4 0 . 0 0 4 0 0 0 4 0 . 0 0 4

1 時 間 値か 0. 1 Ppm を
超 え た 時 間 数

(時間) O O O O O O

日 平均値か 0 04 PPmを

超 え た 日 数
( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 0 4 1 0 . 0 4 5 0 . 0 6 4 0 . 0 2 9 0 . 0 4 3 0 0 3 4

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 2 0 0 . 0 2 0 0 0 2 8 0 0 1 2 0 . 0 1 1 0 0 1 4
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表 29 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度年平均値経年変化
( 単位 鮨S0 3 / 日 / 1 oo c鬱 P b 0 2 )

測 定 地 点
昭 和

5 9年度

昭 和

60年度

昭 和

6 1 年度
昭 和

62年度

昭 和

63年度
平 成
元年度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署

鳥 取 女 子 高 校

鳥 取 市 立 病 院

鳥 取 商 工 会 館

山 陰 合 銀 鳥 取 支 店

0. 0 8 9

0 . 0 8 5

0 1 6 3

0 0 8 0

0 . 1 1 1

0 . 0 7 5

0 0 9 7

0 . 1 4 8

0 0 7 9

0 . 1 3 0

0 0 8 3

0 1 0 7

0 1 4 7

0 0 6 8

0 1 3 8

0 0 9 9

0 1 1 2

0 1 3 6

0 0 7 2

0 1 1 7

0 0 7 6

0 1 2 1

0 1 1 2

0 0 5 5

0 1 1 4

0 0 6 9

0 . 0 9 6

0 . 1 1 1

0 0 5 6

0 . 1 0 9

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日 本交通新町営業 所
※ 1

中 部 総 合 事 務 所

か ら さ わ や 駅 前 店

0. 0 6 5

0 . 0 7 6

0 . 0 9 3

0 . 0 8 1

0 . 0 3 8

0 . 0 7 9

0 . 0 4 1

0 0 4 2

0 . 0 1 7

0 . 0 5 1

0 . 0 2 1

0 . 0 3 6

0 0 3 5

0 0 3 6

0 0 3 3

0 . 0 3 8

0 . 0 2 4

0 0 2 5

0 0 2 3

0 0 5 6

0 0 2 0

0 0 3 2

0 . 0 2 3

0 0 5 2

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住 吉 中 継 所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0. 0 6 4

0 . 0 3 6

0 1 5 1

0 . 0 8 0

0 1 8 7

0 1 6 1

0 . 0 7 5

0 . 0 2 9

0 . 1 7 2

0 . 0 5 3

0 1 4 9

0 . 1 2 7

0 . 0 8 0

0 . 04 4

0 1 5 0

0 0 6 4

0 1 5 9

0 1 3 6

0 . 1 0 2

0 0 4 3

0 1 9 1

0 0 7 0

0 1 8 6

0 1 5 8

0 0 9 3

0 0 4 6

0 1 8 1

0 1 1 1

0 1 7 2

0 1 3 7

0 . 0 8 5

0 0 4 9

0 1 4 2

0 1 1 7

0 1 4 9

0 1 2 9

境 港 市

済生会境港総合病 院

境 測 候 所

余 子 小 学 校

0. 1 2 3

0 . 0 6 9

0 . 0 3 9

0 . 1 4 1

0 0 5 6

0 0 2 2

0 . 2 0 7

0 1 0 4

0 0 3 5

0 2 0 9

0 1 1 6

0 . 0 5 8

0 2 0 7

0 1 1 9

0 0 7 1

0 1 4 3

0 1 0 1

0 0 4 7

日 吉津村 日 吉 津 小 学 校 0 1 3 9 0 1 0 1 0 1 5 6 0 . 1 4 7 0 1 3 4 0 1 3 0

(注) ※ 1 は昭和 60年 4 月 か ら 県立厚生病院 よ り 移譲 。
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測定局 項 目
昭 和

59年度

昭 和

60年度

昭 和

6 1年度

昭 和

62年度

昭 和

63年度

平 成

元年度

日吉津
測 定 時 間 (時間) 4, 0 3 0 4 , 3 0 3 4 , 4 1 2 4 , 3 2 6 6 , 09 7 6 0 6 0

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 05 0 . 0 04 0 . 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 04

1 時 間値が 0. 1 PPm を
超 え た 時 間 数

(時間) O O O O O O

日 平均値か 0. 0 4 PPm を
超 え た 日 数

( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 08 0 0 0 25 0 . 0 44 0 0 6 2 0 0 3 4 0 . 04 6

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 0 2 1 0 . 0 1 5 0 . 0 2 2 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 2 3



表 30 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物汚染度の評価

汚 染 度 mg S0 3 / 日 / 1 o o c叶 P b0 2 。平 価

汚 染 度 第 1 度 0 5 以上 1 0 未満 軽微な汚染

" 第 2 度 L O 以上 2 0 未満 普通度の 汚染

" 第 3 度 2 , 0 以上 3 0 未満 中等度の汚染

" 第 4 度 3. 0 以上 4. 0 未満 やや高度の汚染

第 5 度 4. 0 以上 高度の汚染

(注) P b0 2 法に よ る S 0 2 汚染度の判定基準 ( 寺部 )

図 1 二酸化い お う 濃度の経年変化

S0 2

(ppの

○--一○ 衛生研究所

×---一× 米子保健所

ロー--□ 日 吉 津

環境基準

日 平均値
の最高値

59 6 0 6 1 6 2 6 3 1
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図 2 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度経年変化

( I喀 S0 3 / 日 /
1 0O C叶 P boの

0一一一○ 鳥 取 市

トニー･ 倉 吉 市

×----× 米 子 市

△---△ 境 港 市

ロー-｢□ 日 吉津村

年平均値 59 60

( 2 )

ア

イ

一酸化炭素

一般環境大気測定局

一酸化炭素濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 非分散型赤外分析法 ) に よ り 昭和 50 年 6 月 か ら衛生研

究所で、 昭和 54 年 3 月 か ら米子保健所で実施 してい る 。

平 成 元年度測定結果 ( 表 3 1 ) に よ れば 、 衛生研究所では 1 時間値の 8 時間平均値の最高値

1 . o ppm 、 日 平均値の最高値 1 5 ppm 、 米子保健所では 1 時間値の 8 時間平均値の最高値 1 . 3 ppm 、 日

平均値の最高値 1 . o ppm であ り 、 いずれも 環境基準に適合 し て い る 。

経年変化は表 32 の と お り であ る 。

自 動車排出 ガス測定局

自 動車排出 ガスに よ る道路沿での一酸化炭素濃度の測定は、 自 動側定機 ( 定電位電解法 ) に よ

り 昭和 50 年度か ら鳥取市末広温泉町 ( 鳥取県物産観光セ ン タ ー ) で、 昭和 5 3 年度か ら米子市加

茂町 ( 中国電力前 ) で、 昭和 54 年 5 月 か ら 鳥取市青葉町 ( 丸山交差点 ) で 毎 月 1 回実施 し て

い る 。

平 成 元年度測定結果 ( 表 33 対こ よ れば、 3 地点の 日 平均値最高値は 4. 5 ppm (鳥取県物産観光セ

ン タ ー ) 、 1 時間値の 8 時間平均値の最高値は 6. 3 ppm ( 鳥取県物産観光セ ン タ ー ) で あ り いずれ

も 環境基準に適合 して い る と考 え られ る 。 経年変化は表 34 の と お り であ る 。
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表 3 1 一酸化炭素濃度測定結果 ( ナ般環境大気測定局 )

側 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
8 時間値

力 5 2 0 仰血

を超えた

回数 と そ

の 割 合

日 平均値

カ コ 1 o ppm

を超えた

日 数 と そ

の 割 合 8時間値の最高値 日平均値の最高値 外値日平均値の二%除
日 平均値

1 O Ppm を

超えた 日

が 2 日 以

上連続 し

た こ と の

有 無

環境基準

の長期的

。平価に よ

る 日 平均

値 1 O PPm

を超えた

日 数

( 日 ) (時間) (ppの ( 回 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 363 8 , 7 2 9 0 4 O O O 0 1 . O 1 . 5 0 8 ○ O

米子保健所 359 8 , 6 24 0 . 5 O 0 0 O 1 . 3 1 0 0 8 ○ O

(注) 有効側定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が 20 時間以上であ る 日 数

表 32 一酸化炭素濃度経年変化 ( 一般環境大気側定局 )

側定局 項 目
昭 和

59年度
昭 和

60年度

昭 和

6 1年度

昭 和

62年度

昭 和
63年度

平 成

元年度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間 ) 8 , 6 3 0 8 , 5 7 5 8 , 6 9 3 8 , 6 6 6 8 , 5 24 8 , 7 2 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 4 0 4 0 . 4 0 4 0 . 4 0 4

8 時間値が 20 ppmを超え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppm を超え た 日 数 ( 日 ) O O O 0 O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 5 2 . 1 1 . 2 1 . 5 1 6 1 . O

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . O 1 . 3 0 . 9 0 . 9 1 . 1 1 . 5

米子保健所
測 定 時 間 (時間) 3 , 3 1 9 3 , 1 0 6 8 , 68 9 8 , 403 8 , 60 7 8 , 6 24

年 平 均 値 ( ppm ) 0 5 0 5 0 5 0 . 5 0 5 0 . 5

8 時間値か 20 ppm を超 え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppm を 超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 4 1 5 2 . O 1 . 6 1 5 1 3

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 . 2 1 . O 1 . 2 0. 9 1 1 1 0
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表 33 一酸化炭素濃度測定結果 ( 自 動車排出 カ ス測定局 )

測 定 局 有効側定日数 側定時間 年平均値
8 時間値か 2 0

ppm を 超え た回

数 と そ の 割合

日 平均値が 1 0

ppm を 超え た 日

数 と そ の 割合 最高値8時間値の 最高値日平均値の
( 日 ) (時間) (ppの (回 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの

鳥取県物産観光セ ン タ ー 1 2 288 2 . 9 O O O O 6 3 4 . 5

丸 山 交 差 点 1 1 2 64 1 . 7 O O O O 3 0 2 . 3

中 国 電 力 前 1 2 288 1 5 O O O O 3 4 2 1

(注) 有効側定 日 数 と は 、 1 日 の側定時聞か 20 時間以上であ る 日 数

表 34 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出 カ ス 側定局 )

側定局 項 目
昭和59

年 度
昭和 60

年 度
昭和6 1

年 度

昭和 62

年 度

昭和 63

年 度

平成元

年 度

鳥取県物産観光センター
※

測 定 時 間 (時間) 286 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8

年 平 均 値 ( ppm ) 3 7 4 0 3 . 4 3 3 3 . 2 2 . 9

8 時間値か 2 0ppm を 超 え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppm を 超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 1 1 7 1 1 7 6 . 6 6 8 7 . 9 6 . 3

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 8 9 8 6 4 . 8 5 . O 5 7 4. 5

丸山交差点
側 定 時 間 (時間) 2 88 2 8 3 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 64

年 平 均 値 ( ppm ) 2 . O 2 6 1 4 2 . O 2 3 1 . 7

8 時間値か 20 ppm を超 え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値が 1 o ppm を超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 4 4 1 0 . 9 3 . 9 5 . O 7 7 3 0

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 3 . 5 6 4 2 . 1 3 5 4 . 5 2 . 3

中国電力前
側 定 時 間 (時間 ) 2 8 8 2 8 8 2 6 4 288 2 8 8 2 8 8

年 平 均 値 ( ppm ) 1 . 4 1 8 1 4 1 7 1 6 1 5

8 時間値か 20 ppm を超え た 回数 ( 回 ) O O O O O O

日 平均値か 1 o ppm を超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

8 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 5 3 3 2 . 5 3 . 7 2 . 3 3 4

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 2 0 2 5 1 . 9 2 . 6 2 3 2 1

(注) ※ 印は昭和 62 年度か ら 日 本旅行セ ン タ ー よ り 名称変更。
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図 3 一酸化炭素濃度経年変化 ( 一般環境大気測定局 )
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図 4 一酸化炭素濃度経年変化 ( 自 動車排出 カ ス 測定局 )
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( 3 ) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 光散乱法 ) に よ り 側定 した相対濃度を重量濃度に換

算す る 方法に よ り 昭和 4 8 年 9 月 か ら 衛生研究所で 、 自 動測定機 ( B 線吸収法) に よ り 平成元年 8

月 ( 昭和5 4年 3 月 か ら 平成元年 7 月 ま で は 光散乱法) か ら 米子保健所で実施 し て い る 。

平成元年度測定結果 ( 表35 ) に よ れば 、 衛生研究所で は 日 平均値の最高値 0 067 mg / 武 、 1 時 間

値 の最高値 0 1 9 5 mg / 武 、 米子保健所で は 日 平均値の最高値 0 0 6 0 mg /武 、 1 時間値 の 最高値 0 1 73

mg / 孟で あ り 、 い ずれ も 環境基隼 に 適合 し てい る 。

経年変化は表 3 6 の と お り であ る 。

表 35 浮遊粒子状物質濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
1 時間値か

0. 2 0 旺/m3

を 超 え た

時 間 数 と

そ の 割 合

日 平均値か

0. 1 0 叱/旙

を 超 え た

日 数 と

そ の 割 合 1時間値の最高値 日平均値の最高値 日平均値の2%除外値
日 平均値

0 10叩/m3

を超えた

日 が 2 日

以上連続

した こ と

の 有 無

環境基準

の長期的

。平価“こ よ

る 日 平均

値 0. 1 0

増加3を超

えた 日 数

( 日 ) (時間) (咀/姪) (時間 ) (% ) ( 日 ) (% ) く噂/m3) (mg/m3) (mg/m3) (有 × 無○) ( 日 )

衛生研究所 358 8 , 6 44 0 . 0 24 O O O O 0 . 1 9 5 0 0 67 0 0 52 ○ O

米子保健所 208 5 , 037 0 0 2 6 O O O O 0 1 73 0 060 0 . 05 2 ○ O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 側定時間か 20 時間以上であ る 日 数

表 36 浮遊粒子状物質濃度経年変化

側定

局
項 目

昭和59

年 度

昭和 60

年 度

昭和 6 1

年 度

昭和 62

年 度

昭和63

年 度

平 成

元年度

衛生研究所
測 定 時 間 (時間 ) 8 , 6 8 0 8 6 42 8 , 7 2 7 8 7 5 0 8 , 7 4 0 8 , 6 44

年 平 均 値 (唯/m3 ) 0 0 27 0 . 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 4 0 . 0 2 4

1 時間値が 0 20 雌/鯖 を超えた時間数 (時間 ) O O O O O O

日 平均値が 0 1 0叩/禰 を 超 え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 (旺/m3 ) 0 1 6 3 0 1 6 5 0 1 9 3 0 1 2 8 0 1 2 8 0 . 1 9 5

日 平 均 値 の 最 高 値 (聰/m3 ) 0 0 84 0 0 6 5 0 0 6 5 0 0 7 3 0 0 6 8 0 0 6 7
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図 5 浮遊粒子状物質濃度経年変化
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測定

局
項 目

昭和59

年 度
昭和60

年 度
昭和 6 1

年 度

昭和 62

年 度

昭和 63

年 度

平 成元

年 度

米子保健所
測 定 時 間 (時間 ) 3, 83 8 4, 1 46 7 , 050 8 , 605 8, 596 5 , 0 37

年 平 均 値 (叩/m3 ) 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 9 0 . 0 2 2 0 . 02 0 0 . 0 2 6

1 時間値か 0 20 略/蝨を超えた時間数 (時間 ) O O 1 O 1 O

日 平均値か 04 0 叩/m3 を超えた 日数 ( 日 ) O O 1 O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 (旺/m3 ) 0 . 1 2 3 0 . 1 1 8 0 . 2 6 2 0 . 1 78 0 . 2 1 0 0 . 1 7 3

日 平 均 値 の 最 高 値 (鰭/m3 ) 0 . 0 6 2 0 . 0 58 0 . 1 27 0 07 6 0 . 0 6 6 0 . 0 60



( 4 ) 窒素酸化物

窒素酸化物濃度の側定は 、 自 動測定機 ( サル ツ マ ン試薬を用い る 吸光光度法 ) に よ り 昭 和 48 年

5 月 か ら衛生研究所で、 昭和 54 年 3 月 か ら米子 保健所で実施 して い る 。

平 成 元年度の二酸化窒素 の側定結果 ( 表 37 ) に よ れば 、 衛生研究所では 日 平 均 値 の 最 高 値

か 0. 0 23 ppm 、 米子保健所では 日 平均値 の最高値 が 0 02 7 ppm で あ り いずれ も 環境基準に適合 し

て い る 。

経年変化は表 38 の と お り であ る 。

表 3 7 二酸化窒素濃度測定結果

側 定 局 有効測定日数 測定時間 年平均値
日 平均値か

0 0 6 PPm を

超えた 日 数

と そ の割合

日 平均値が

0 0 4 PPm 以

上 0 0 6 Ppm

以下の 日 数

と そ の割合 1時間値の最高値 日平均値の最高値
日 98

平

均

値%
の

年

間値

98 % 値 。平

価 に よ る

日 平均値か

0 0 6 PPm を

超えた 日 数

( 日 ) (時間 ) (ppの ( 日 ) (% ) ( 日 ) (% ) (ppの (ppの (ppの ( 日 )

衛生研究所 35 2 8 , 5 27 0 . 007 O O O O 0 . 0 57 0 023 0 0 1 8 O

米子保健所 35 7 8 , 6 5 4 0 0 1 2 O O O O 0 . 0 6 1 0 02 7 0 0 2 2 O

(注) 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間か 20 時間以上であ る 日 数。

表 38 二酸化窒素濃度の経年変化

測定

局
項 目

昭和 59

年 度

昭和 60

年 度

昭和 6 1

年 度

日召禾口 6 2

年 度

日召 禾口 6 3

年 度

平成元

年 度

衛生研究所
側 定 時 間 (時間) 8 548 8 , 683 8 , 2 7 5 8 , 6 9 9 8 , 7 06 8 , 527

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 07 0 0 06 0 . 0 05 0 . 0 05 0 . 006 0 . 0 07

日 平均値が 0. 0 6 ppm を超え た 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 04 0 0 . 042 0 . 035 0 039 0 . 043 0 . 0 57

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 02 1 0 . 0 2 3 0 . 0 1 6 0 . 0 2 1 0 02 6 0 0 2 3

8, 6 5 4

米子保健所
側 定 時 間 (時間 ) 4, 29 4 4, 26 6 8 5 66 8 , 4 39 8 , 5 1 9

年 平 均 値 ( ppm ) 0 . 0 1 0 0 0 09 0 . 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2

日 平均値が 0 0 6 ppm を超えた 日 数 ( 日 ) O O O O O O

1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 05 4 0 1 06 0 1 23 0 . Q 6 6 0 . 09 0 0 . 0 6 1

日 平 均 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 02 9 0 . 024 0 . 0 27 0 03 1 0 0 24 0 02 7
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図 6 二酸化窒素濃度経年変化
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( 5 1 光化学オ キ シ ダ ン ト

光化学オキ シ タ、 ソ ト 濃度の測定は 、 自 動測定機 ( 中性 ヨ ウ 化 カ ノ ウ ム 溶液を用い る 吸光光度法 )

に よ り 昭和 48 年 6 月 か ら衛生研究所で 、 昭和 5 4 年 3 月 か ら米子保健所で実施 して い る 。

平 成元年度の測定結果 ( 表 39 ) に よ れば 、 衛生研究所では 1 時間値の最高値が 0. 08 2 PPm であ り 、

昼間測定 日 数 3 54 日 、 時間数 5 , 2 34 時間中 24 日 1 1 1 時間が環境基準を超えて い る か 緊急時の措置

基準 0 1 2 ppm を超え る こ と はなか った 。 米子保健所では 1 時間値の最高値が 、 0. 072 PPm であ り 、 昼

間測定 日 数 344 日 、 時間数 5 , 048 時間中 7 日 28 時間が環境基準を超えて い る か、 緊急時の措置基

準 0 1 2 ppm を超え る こ と はなか っ た。 ま た 、 被害の届出はなか っ た 。

経年変化は表 40 の と お り であ る 。

表 39 光化学オ キ シ ダ ン ト 濃度測定結果

測 定 局 有効測定日数 測定時間数 年平均値
1 時間値

カ " 0. 0 6

ppm を 超

えた時間

数 と そ の

割 合 1時間値の最高値 日平均値の最高値 昼間測定日数 昼間測定時間数
昼間の 1

時間値か

0. 0 6 P血

を超えた

日 数 と

時 間 数

昼間の 1

時間値か

0. 1 2 PPm

以 上 の

日 数 と

時 間 数 昼間の1時間値の最高値
昼間

間値

の の
日

最

高平
1 均

時値

( 日 ) (時價ゆ (ppの (時眉ゆ (% ) (ppの (p凹) ( 日 ) (時憎ゆ ( 日 ) (時間ゆ ( 日 ) (時眉ゆ (ppの (ppの

衛生研究所 3 {54 8 , 0 46 0 02 7 1 40 2 . 7 0 08 2 0 . 06 6 3 54 5 , 234 24 1 1 1 O O 0 . 08 2 0 . 040

米子保健所 344 7 , 7 63 0 029 28 0 4 0 07 2 0 0 5 5 34 4 5 , 048 7 28 O O 0 0 7 2 0 040

(注 ) 1 . 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が 20 時間以上で あ る 日 数。

2 昼間 と は 5 時か ら 20 時 ま での時間帯。
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表 40 光化学オキ シ タ ソ ト 濃度経年変化

狽濶定 項 目
昭和59

年 度

昭和 60

年 度

昭和 6 1

年 度

昭和 62

年 度

昭和 63

年 度

平成 元

年 度

衛生研究所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 3 6 4 3 6 4 3 6 5 3 5 8 3 6 2 3 5 4

昼 間 測 定 時 間 (時間) 5 3 5 6 5 , 3 4 6 5 , 3 9 9 5 , 2 6 5 5 3 8 9 5 , 2 3 4

昼間の 1 時間値か 0 06 ppm を 超え た 日 数
と 時間数

( 日 ) 1 8 2 3 6 0 6 2 3 3 2 4

( 時間) 7 5 8 4 3 1 4 3 6 6 1 9 1 1 1 1

昼間の 1 時間値が 0 1 2 ppm 以 上 の時間数 (時間) O O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 8 0 0 0 9 8 0 . 1 0 0 0 . 0 9 4 0 . 0 8 6 0 . 0 8 2

春 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年 平 均値 ( Ppm ) 0 . 0 3 1 0 . 0 47 0 0 4 9 0 0 4 9 0 . 0 3 2 0 0 40

米子保健所
昼 間 測 定 日 数 ( 日 ) 1 8 5 1 7 3 3 4 5 3 6 0 3 4 1 3 4 4

昼 間 測 定 時 間 (時間) 2 , 5 5 2 2 , 4 6 9 5 , 0 2 4 5 2 2 4 5 , 0 1 3 5 0 48

昼間の 1 時間値が 0 0 6 ppm を 超 え た 日 数
と 時間数

( 日 ) 8 1 2 5 4 6 2 0 7

( 時間) 3 5 3 1 0 0 2 3 4 9 4 2 8

昼間の 1 時間値が 0 1 2 ppm 以 上 の 時間数 (時間) O O O O O O

昼 間 の 1 時 間 値 の 最 高 値 ( ppm ) 0 . 0 8 6 0 0 68 0 0 83 0 . 0 9 2 0 0 7 8 0 0 7 2

昼 間 の 日 最 高 1 時 間 値 の 年平 均 値 ( ppm ) 0 0 3 9 0 . 0 3 6 0 0 3 5 0 0 4 5 0 . 0 3 5 0 0 4 0

(注) 昼間 と は 5 時か ら 2 0 時 ま て の時間帯

図 7 光化学オキ シ タ ン ト 環境基準を超え た 日 数の経年変化
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/ ＼
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数 年度

59 6 0 6 1 6 2 6 3
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同 炭 化 水 素

炭化水素濃度 の測定 は 、 自 動測定機に よ り 衛生研究所て実施 し て い る 。

平成元年度の 測定結果 (表40 に よ れ ば 、 午前 6 時か ら 9 時 ま での 3 時間 に 測定 し た年平均値は

0 2 2 鬱血 C て あ る 。

指針値 と 照 ら し て み る と 、 0 2 2 PPmC を超 え た 日 は 1 66 日 ( 5 0 5 % ) 、 0 3 1 PPm C を超え た 日 は 50 日

( 1 5 . 2 % ) で あ り 、 減少傾向 に あ る 。

経年変化 は表42 の と お り て あ る 。

表 4 1 非 メ タ ノ 炭化水素濃度測定結果

測定局 測定時間 年平均値
6 年

5

9 、 ノ

時I
に

お期

菖
･

“

値

平
･

疹

“

る 値 659時測定日数
? 蟯
9 平
時 均
3 値

6 ~ 9 時 3 時間

平均値か 0 2 0
PPm C を超え た

日数と その割合

6 ~ 9 時 3 時間
平均値が 0 3 1
脚 C を超 え た

日数と その割合
暈

構 露
( 時間 ) ( PPm C ) 胛m C ) ( 日 ) ( PPm C ) ( PPm C ) ( 日 ) ( % ) ( 日 ) (% )

衛生研究所 7, 5 84 0 . 2 2 0 . 2 2 32 9 0 9 0 0 04 1 66 5 0 5 5 0 1 5 . 2

表 42 非 メ タ ン 炭化水素濃度経年変化

測定局 項 目
6 ~ 9 時にお ける年平均値 ( PPm C )

6 0年度 6 1 年度 6 2年度 6 3年度 平成元年

衛生研究所
測 定 時 間 (時間) 7 3 2 7 6 , 87 1 6 , 888 7 , 68 1 7 5 84

年 平 均 値 (PPm C ) 0 29 0 30 0 3 3 0 2 2 0 2 2

6 ~ 9 時 に お け る 年 平 均 値 GPmc ) 0 3 1 0 3 2 0 3 2 0 . 24 0 . 2 2

6 9 時 測 定 日 数 ( 日 ) 3 1 6 29 2 3 0 1 3 3 3 3 29

6 ~ 9 時 3 時 間 平 均 値 の 最 高 値 (PPmC ) 0 7 3 0 . 6 4 0 . 7 9 0 79 0 9 0

6 ~ 9 時 3 時 間平均値が 0 . 20 脚m C を超 え た 日 数 ( 日 ) 2 7 0 264 2 2 9 2 1 7 1 6 6

6 ~ 9 時 3 時間平均値が 0 3 1 ppm C を超え た 日 数 ( 日 ) 1 48 1 40 1 46 7 2 5 0

@蚊〕)

図 8 非 メ タ ン 炭化水素濃度経年変化

0----｢0----ベゾ、、＼、~＼ハハ~、~＼｢○ 〔衛生研究所 〕

3 、 日 、 ′

ノ 直 年度
60 6 1 6 2 6 3 1
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(7 ) 降下 ばい じ ん

降下はい じ ん の測定は 、 プ ポ ジ ッ ト ケ ー シ法に よ る 測定を昭和 46 年 9 月 か ら 開始 し 、 現在 4 市 1

村 、 。十 5 地点で実施 して い る 。

平 成 元年度 の測定結果 ( 表 43 ) を見 る と 、 最高は米子市糀町 ( 西部総合事務所 ) の 1 2 . 3 t o n /

語/月 で 、 最低は倉吉市葵町 (倉吉市役所 ) 1 . 2 t on/蛭/月 であ る か 、 年平均を見て も 全測点で汚染の

目 安 と さ れて い る 1 o t o n /肝/月 未満の部類に入 り 軽微な汚染 と いえ る 。 ま た 、 経年的にみて も 横

ばい傾向にあ る 。 ( 図 9 )

表 4 3 降下ばい じん暈の経年変化
( 単位 : t o n /蛭/月 )

測定年度

測定点

昭和 5 9年度 昭和 60 年度 昭和 6 1 年度 昭和62 年度 昭和 63 年度 平成元年度

最高 履 露 最高 履 平均 暈
局 震 平均 最高 履 平均 最高 履 番 白坂十局 瀝 平均

鳥 取
山陰合同銀
行鳥取支店

1 1 1 3 1 6 7 1 1 5 2 . 1 6 . 2 1 2 . 4 1 9 5 4 1 3 4 1 5 5 . 5 1 4 . 4 1 7 5 . 3 9 . O 1 . 6 4 . 4

倉 吉 倉吉市役所 8 5 1 . 7 4 3 4 . 3 0 . 6 2 . 5 4 . 8 0 6 2 . 9 4 . 9 0 8 3 . O 6 . 1 0 9 3 7 7 . 9 1 . 2 3 . 6

米 子
西 部 総 合
事 務 所

1 0 . 3 1 3 5 . 7 1 0 1 1 9 5 1 1 5 . 8 1 6 5 . 8 1 3 . 9 2 . 4 5 . 8 1 4. 7 2 . 1 6 8 1 2 . 3 1 9 6 . 4

境 港
済生会境港
総 合 病 院

1 1 . 1 2 . 7 6 5 1 0 . 4 1 7 5 1 1 4 . 7 1 . 1 5 4 9 . 5 2 2 5 5 1 0 4 1 6 4 . 9 8 6 1 6 4 . 6

日 吉津
日 吉 津
小 学 校

9 7 1 9 4 . 7 4 6 1 . 4 3 . 2 1 0 . 9 0 . 6 4 1 8 . 9 1 8 4. 6 6 1 1 7 3 . 9 8 . O 2 3 4 . 3

デ ポ ジ ッ ト ゲ ー ジ法に よ る 降下ぱい じ ん 汚染度の 。平価

汚 染 度 降下ばい じん量 ( t on /k評/月 ) 。平 価

TI-▲ 1 0 未 満 軽 微 な 汚 染

2 1 0 以 上 2 0 未 満 中 等 度 の 汚 染

3 2 0 以 上 高 度 の 汚 染
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図 9 降下ぱい じん量の経年変化

○-｢○ 鵞 陰取合 同支銀住
←-一寸 倉 吉 市 役 所

( t o n /k畝月 )
×----× 西部総合事務所

　　　 　 　　　　 　
ロー-｢口 日 吉 津 小学校

3 各汚染物質の経年変化

(1) 一般環境大気測定局

衛生研究所に おいては 、 二酸化いお う 濃度の年平均値は昭和5 9年度か ら平成元年度に お い て 0 . 005 ~

0 004 p血 であ り 、 横ばい傾向にあ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が 0 4 ppm て横ばい傾向にあ る 。 浮

遊粒子状物質濃度は昭和 59 年度以降年平均値は “ま は横はい傾向に あ る 。 窒素酸化物 ( 二 酸化窒

素 ) については、 昭和 59 年度以降年平均値は 0. 007 ~ 0. 005 p皿 の範囲に あ り 、 日 平均値 か 0. 06 皿

を超えた 日数は皆無であ る 。

光化学オキ シダン ト 濃度は昭和 59年度以降昼間の 1 時 間値が 0.06脚を超えた時間数は やや増加傾向にあ

ったか、 昭和63年度以降減少 してい る 。 なお、 緊急時 の措置基準 0.1 2脚 を超え た時間 は皆無で あ っ た 。

米子保健所に お いて は 、 二酸化いお う 濃度の年平均値は 昭和59年度か ら 平成元年度に お い て 0. 007

~ 0 004 岬で あ り 横は い傾向 に あ る 。 一酸化炭素濃度は年平均値が 0 5 脚で横ば い傾向 に あ る 。 浮

遊粒子状物質濃度は昭和59年度以 降年平均値は ほ ぼ横ば い傾向 に あ る 。 窒素酸化物 ( 二酸化窒素 )

に つ い て は 、 59年度以降 日 平均値が 0. 0 6 脚を超 え た 日 数 は皆無であ る 。

光化学オキ シ タ ソ ト 濃度は昭和 59 年度以降、 昼間の 1 時間値か 0. 0 6 p則を超 えた時間数は近年増

加の傾向に あっ たが、 昭和 63 年度 以 降 減 少 し て い る 。 なお、 緊急時の措置基準 0 1 2 皿 を超えた

時間は皆無であ る 。

(2 ) 自 動車排出 カ ス 測定局

鳥取県物産観光センタ ー ( 鳥取市末広温泉町)で昭和 59 年度からの年平均値は 2. 9 ~ 4. o ppm であ り 、 1

時間値の 8 時間平均値が 20p回を超えたもの及び 難時間値の 日平均値直が 1 o ppm を超えた ものは皆無であった。

丸山交差点 ( 鳥取市青葉町 ) 及び中国電力前 ( 米子市加茂町 ) につい ては 、 鳥取県物産観光セ ン

タ ー ( 鳥取市末広温泉町 ) と 同程度ない しそれ以下の濃度で あ る 。
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第 2 節 大気汚染の防止対策

法 ･ 条例 に よ る規制

“ ) 法 に よ る規制

大気汚染防止法 (以下 ｢法｣ と い う 。 ) の仕組 と しては 、 施設の種類を定め ( ばい煙発生施設30 施設、

一般粉 じ ん発生施設 5 施設、 特定粉 じ ん 発 生 施 設 1 施 設 ) 各施設を 設置 し よ う と す る 者、 及 び現

に 設置 し て い る 施設を変更 し よ う と す る 者に対 し て 、 届 出 の義務 ( 法第 6 条 設置届 、 第 8 条変更届

等) を 課 し 、 ま た 、 は い 煙排 出 者の遵守すべ き 排 出 基準を定め 、 こ の排 出基準 に適合 し な い 場合 は 、

はい煙排出者に対 し 。十画変更や改善を命 じ ( 法第 1 4 条 ) こ れに従わな い場合は罰則 か適用 さ れ る 。

なお 、 現在、 いお う 酸化物 はい じん 有害物質 ( 塩化水素 窒素酸化物等 ) について 、 排出基

準か定め られて い る 。

ア い お う 酸化物

いお う 酸化物の排出基準 (施行規則第 3 条泥ま、 排 出 口 の 高 さ に応 じ て定め ら れた い お う 酸化物の

許容限度 と して q = k × 1 0 3 × He 2 ( q は 1 時間当た り のいお う 酸化物の排 出基隼量 、 H e は有効

煙突高 、 k は排出係数 ) で表 されてお り 規制は k 値で行われてい る 。 本県は 、 昭和 49年 4 月 1

日 か ら全域か 1 7 . 5 と な っ て い る 。

イ はい じん

はい じん の排出基準 ( 施行規則第 4 条 ) は 、 ばい煙発生施設において発生 し 、 排出 口 か ら大気

中に排出 され る はい じん量について 、 発生施設の種類及び規模ご と に規制 されている。 (資料8 堰参照 )

ウ 塩化水素

塩化水素の排出基準 ( 施行規則第 5 条第 1 号 ) は 、 はい煙発生施設において発生 し、 排出 口 か

ら大気中に排出 され る 塩化水素について 、 発生施設の種類に よ り 規制 さ れて お り 廃棄物焼却炉

等か該当 して い る 。

工 窒素酸化物

固定発生源に対す る全国一律の窒素酸化物排出基準 ( 施行規則第 5 条第 2 号 ) については 、 昭

和 48 年 8 月 に大型施設を対象と す る 第 1 次規制 、 昭和 5 0 年 1 2 月 に対象施設の拡大等 を 内 容 と

す る 第 2 次規制 、 ま た 、 昭和 5 2 年 6 月 に対象施設の拡大及び排出基準の 強化 を主 と す る 第 3 次

規制 、 更 に昭和 5 4 年 8 月 1 0 日 か ら対象施設を拡大 しえ第 4 次規制 、 更に昭和 58年 9 月 1 0 日 か

ら 固体燃料 ( 石炭等 ) に係 る 排出基隼強化を主 と する 第 5 次規制を 実施 して い る 。 ( 資料 9 参照 )

才 その他の有害物質

その他の有害物質 ( 塩化水素及び窒素酸化物を除 く 。 ) の排出基準 ( 施行規則第 5 条第 1 号 ) は 、

ばい煙発生施設に おいて発生 し、 排出 口 か ら大気中に排出 され る有害物質について 、 は い煙発生

施設の 種類に よ り 規制 さ れて い る 。
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力 一般粉 じん

一般粉 じんに関す る規制は 、 一般粉 じん発生施長に ついて定め られて い る構造並ひに使用及ひ

管理に関す る基準 ( 施行規則第 1 6 条 ) に よ り 規制 さ れて い る 。

キ 特定粉 じん

特定粉 し ん (石綿 ) に 関す る 規制 は 、 特定粉 じ ん発生施設に係 る 規制基準 (施行規則第16条の

2 ) に よ り 規制 さ れてい る 。

以上、 県ては 、 はい煙排出者に課 されて し ･ る排出基隼の遵守を監視するため、 県内各保健所及び衛

生研究所を通 じて 、 施設立入検査を行い 、煙道中排出ガス測定 、 重油の抜き 取り( 含有硫黄分測定 ) 等を

実施 し 、 排出基準を上回 っ て い る施設には 、 ばい煙排出者に対 し、 施設改善指導を実施 し て い る 。

平成元年度末現在に お け る ば い煙発生施設 (表 44 - 1 ) 、 一般粉 じ ん発生施設 (表44- 2 ) お よ び特

定粉 じ ん発生施設(表 44 - 3 ) は 次の と お り であ る 。

表 44 -1 大気汚染防止法 に基づ く は い煙発生施長種類別届 出数

( 電気工作物 ･ カ ス工作物であ る ばい煙発生施設を含む )

令別表第一
の 頃 番 号 施没茗、辺保鑿健匙所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

′11- ホ イ フ ー 23 5 28 1 1 1 2 5 1 1 0 6 35

2 ガ ス 発 生 炉 2

ー

｣ 一
2

ー

4

5 溶 解 炉 4 4

6 金 属 加 熱 炉 1 2 4 1 6

7 石 油 加 熱 炉 11 1 2

9 焼 成 炉 2 3 5

1 1 乾 燥 炉 4 〔 4 〕 3 〔 3 〕 3 〔 3 〕 1 3 〔 1 0 〕 1 〔 1 〕 2 4 〔 2 1 〕

1 3 廃 棄 物 焼 却 炉 1 4 1 1 6 40 1 2 8 3

2 9 ガ ス タ ー ビ ン 3

-

3

3 0 ブ ィ ー ゼル機関 9 8 1 7

。十 2 70 〔 1 7 4 〕 4 2 ( 3 2 ) 1 3 2 ( 84 ) 3 2 6 ( 1 9 4 ) 23 ( 1 7 ) 7 93 ( 5 0 1 )

( 住 ) 〔 〕 . . 骨材乾燥炉数 ( ) ･ 工事 ･ 事業場数 (平成 2 年 3 月 3 1 日 現在)

表 44 - 2 大気汚染防止法に基づ く 一般粉 じ ん発生施設種類別届 出数

( 電気工作物であ る 一般粉 じ ん発生施設を含む)

令別表第二
の 頃 番 号 施没君、~保墜健霞折名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

2 堆 積 場 2 十一薹- 3 8 2 1 6

3 コ ン ベ ア 25 3 4 1 3 1 8 6 3

4 雌 雑 嬢 1 3 5 2 7 7 34

5 ふ5 る い 7 3 2 7 1 9

。T 47 ( 9 ) 1 2 ( 3 ) 9 ( 3 ) 3 0 ( 1 1 ) 34 ( 3 ) 1 32 ( 2 9 )

( 住 ) ( ) . ･ 工 場 ･ 事業場数 ( 平成 2 年 3 月 3 1 日 現在 )
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表 44一 3 大気汚染防止法 に基づ く 特定粉 じ ん発生施設種類別届 出数

令 別 表

笏 頑 奢 弓 施設名＼と遜健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 恨 雨 。十

4 切 断 機 2 5 7

6 切 削 用 機 械 5 5

9 穿 孔 機 1 1

。十 8 ( 1 ) 5 ( 1 ) 1 3 ( 2 )

(住 ) ( ) … 工場 ･ 事業場数 (平成 2 年 3 月 3 1 日 現在)

囮 自動車排出 ガス規制

自 動車排出 ガス に よ る 大気汚染防止対策 と して 、 国において 中央公害対策審議会の答申に基づ き

新車及び使用過程車を対象と して一酸化炭素、 炭化水素、 窒素酸化物等に係る 規制が段階的に強化

され、 排出 ガスの量の削減が図 られて い る 。

圏 条例 に よ る 規制

ァ 粉 じん関係特定施設

鳥取県公害防止条例(昭和 46 年 1 0 月 1 2 日 公布、 県条例第 35 号 、 昭和47年 4 月 1 日 施行) に よ る

規制は 、 パーク炭製造施設及び貯蔵施設、 打綿機、 混打綿機を粉じん関係特定施設 (表45- 1) と し 、 施

設管理基準 (表45 -2 ) を定めて規制 し ているが 平成元年度末現在の届出数は表4 5 3 の と お り であ る 。

表 45 - 1 粉 じ ん 関 係特定施設 と 規模

施 設 名

1 . パ ー ク 炭 ( の こ 肩 、 木皮等を炭化 させ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2. 打綿機及び混打綿機

｣表 45 - 2 粉 じ ん 関係特定施段 に 係 る 構造並 び に使 用 及び管理 に 関す る 基隼

管 理 基 準

次の各号のいずれかに該当す る こ と 。

粉 じ んが飛散 しに く い構造の建築物内 に設置 さ れて い る こ と 。

フ ー ド 及び集 じん機か設置 されてい る こ と 。

戸 ･ 窓等が密閉 されて い る こ と 。

‘ 前各号 と 同等以上の効果を有す る措置が講 じ ら れてい る こ と 。
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表 45 - 3 公害防止条例 に 基づ く 粉 じ ん 関係特定施長種類別届 出数

施設 ＼、~、逆保健所名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

打 綿 機 1 1 ( 9 ) 9 ( 8 ) 26 ( 24 ) 3 3 ( 28 ) 3 ( 3 ) 8 2( 72 )

混 打 綿 機 1 ( 1 ) 1 ( 1 )

パ ー ク 炭製造 ( 貯蔵 ) 施設 1 ( 1 ) 1 〔 1 )

。十 1 1 ( 9 ) 1 0 ( 9 ) 26 ( 24 ) 34( 2 9) 3 ( 3 ) 8 4( 74 )

( 平成 2 年 3 月 3 1 日 現在 )(注) ( ) は事業場の数

イ 屋外燃焼行為

屋外におけ る 燃焼行為に伴い発生す る ばい煙 、 悪臭等を規制す る ため 、 昭和 6 3 年 1 0 月 1 日 か

ら 、 コ ム 、 皮革、 合成樹脂、 廃油 、 硫黄及ひ ヒ ッ チ並びに こ れ ら を含む物を屋外において 燃焼 さ

せ る こ と を禁止 して い る 。 たた し、 次に掲げ る 場合は こ の限 り でな い 。

の 燃焼炉の使用等適切な処理の方法に よ り 燃焼 さ せ る 場合

“) 住民が事業活動以外の 目 的で少量燃焼 さ せる 場合

例 風水害等の災害のため生 じた廃棄物をやむを得ず少量燃焼 さ せ る場合

⑯ 農作物の凍霜害防止等の 目 的で最少限度の暈を燃焼 させ る 場合

㈲ 前各号に掲げる場合のほか 、 知事か公益上やむを得な い と 認め る 場合

監視状況と行政指導

( 1 ) 煙道中排出ガス測定立入検査

平 成元年度中に厘道中排出 カ ス測定立入検査を実施 した施設 ( 表 46 ) は延へ 1 1 6 施設 ( 39 工場

事業場 ) であ り 、 2 施設 の違反があ っ たか、 いずれ も 改善かな された。

表 46 平 成 元年度踵道中排出 ガス 測定立入検査状況

令別表第 1 の施設数

い お う 酸化物 ば い じ ん 塩 化 水 素 窒素酸化物 合 。十

を公 匙反数
立 入

施設数

違 反

施設数
立 入

施設数 匙援 葹強 魁霰 葹議 匙霰
1 ポ イ フ ー 2 2 O 24 ず具 O O 25 O 7 1 ( 2 5 ) 十一塁.

9 焼 成 炉 O O ･11- O O O O O 1 ( 1 ) O

1 1 乾 燥 炉 ･増･I- O 増血 O O O 1 O 3 ( 1 ) O

1 3 廃棄物焼却炉 1 0 O 1 2 1 1 0 O 9 O 4 1 ( 1 2 ) 1

。十 3 3 O 38 2 1 0 O 3 5 O 1 1 6 ( 39 ) 2

(注) ( ) 工場 事業場数
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( の 重油抜取 り 検査

大気汚染防止法に基づ く いおう酸化物排出基準 ( K値規制 ) に係 る適合 状況につ い て 平 成 元年度

中に 9 7 工場 . 事業場に立入検査を実施 し 、 使用燃料中の重油の抜 き取 り 検査を行 っ た結果、 いず

れ も 基準以下であ った 。

{ 3 ) 大気関係監視指導状況

平 成元年度中に実施 した ばい煙発生施設及び粉 じん発生施設等に対 して施設 の改善等で監視指

導 した延件数は 表47 の と お り であ る 。

表 4 7 大気関係監視廷指導件数

項 目

はい煙発生施設

。十

粉 じ ん 発 生 施 設

。十 合 。十

法 その他 法 条 例 その他

延監視 指導件数 3 7 0 1■!{ 3 7 1 1 3 1 O 1 4 3 8 5

3 酸 性 雨 対 策

酸 性雨 と は 、 PH ( 水素 イ オ ン 獲度 ) が 5 6 以下の酸 性を有す る 雨を総称 し 、 化 石燃料の燃焼 に よ る

いお う酸化物 、 窒素酸化物等 の大気汚染物質が大気中 に排 出 さ れ 、 こ れ ら が上空で移動す る 間 に酸化 さ

れて硫酸や硝酸 と な り 、 こ れか雨水 に取 り 込 ま れて発生す る と い わ れて い る 。

酸 性雨 に よ る 影響 は 、 目 や皮膚へ の刺激の よ う な 急 性 的な人体被害の他 、 近年、 ヨ ー ロ ッ パ ア メ

j 力 及び カ ナ ダに お い て湖沼や森林等の生態系 に深刻 な 被害を与え 、 国 際的 な 問題 と な っ て お り 、 環

境庁で は 昭和58年度か ら 全国 的 な酸 性雨 の実態把握 と 発生機構の解明等所要の淵査研究を行 っ て い る

と こ ろ であ る 。

本県 に お い て も 、 昭和62 年度か ら県下 4 地点でpH捌査を実施 し て お り 、 平成元年度 ま で の測定結果

は 表48の と お り で あ る 。

今後、 さ ら に モ ー タ j ン グを 強化す る と と も に 、 環境庁、 他 自 治体等 と 協力体制 を と り な か ら 必要

な対策 を と る こ と と し て い る 。

表 48 雨 の 酸 性度調査結果 水素 イ オ ン 濃度 (PH)

凋 査 地 点
年 度 平 均 値 最 大 最 小

調 査 機 関
62 6 3 兀 62 6 3 兀 6 2 6 3 兀

衛 生 研 究 所 (鳥取市 ) 4. 8 4 . 7 4 . 6 5 3 5. 2 5 4 4 . 5 4 4 4 4 衛生研究所

倉吉総合事務所 (倉吉市) 5 . 5 4 9 4 . 7 6 8 6 . 1 5 2 4 . 8 4 . 3 4 4 "

米 子 保 健 所 (米子市) 5 . 2 5 1 4 . 6 6 7 6 1 5 2 4 8 4 . 4 4 . 3 "

郡 家 保 健 所 (郡家町 ) 4. 9 4 8 4 7 5 . 5 6 1 5 6 4 . 7 4 . 5 4 4 たソ
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